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は　じ　め　に

　社会福祉を（いろいろな見解があることを承知したう

えで）1）「政策」ないし「事業」として措定し，それを現

代社会に内在するさまざまな生活問題の解消・予防をめ

ざすところのさまざまな方策のうちのひとつであると考

えよう2），あるいはまた，「社会福祉の制度の担い手（実

践主体としての社会福祉従事者）の手を通して対象（制

度の利用者）に対し提供される有形無形のサービスや給

付」3）であると表現しておくことにしたい．

　今日においてもなお社会福祉の本質，性格をめぐる議

論は活発である．それは社会福祉を構成する（1）対象（2）主

体（3）方法という三通りのそれぞれからなされている．と

りわけ「対象」の規定をめぐってのそれは「本質」を鋭

く衝くものであるだけに論者の数ほど性格づけがあるこ

とになる．そのなかでも人間（の労働力）が「商品」と

なっている資本主義社会のもとで，労働力類型から対象

を析出，規定しようとする作業はもっとも基本的なもの

といえるであろう，にもかかわらず，そのような抽象化

が社会変動に対応して態様を示すところの社会福祉の性

格（本質）を必ずしも明確にしえないのは何故であろう

か．

　福祉は全ての人間を対象としているし，そう考えなく

てはならないというのはひとつの見解である．それが建

前として強調されるほどに，福祉の曖昧さはますます強

まる．それはたしかに社会福祉の「現実の機能，その実

現過程において，対象が主体に逆転し，’主体が対象によ

って逆規定されるという歴史の運動」4）を無視した対象
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論の故であるかもしれない．福祉の起点や焦点を「他人

ごとではない」という科学的認識に求めることは正しい，

そしてその具体的な作業は「対象者からの政策批判」5）

を活発にしていくことであろうし，そのためにはまず自

らを「対象」として規定していかなくてはならないので

ある．ところがそうなしえないような状況が存在する．

　いわゆる今日の社会における社会福祉を経済と政治の

構造から理解しようとする試みほどに，文化と政治の構

造からのそれは進んでいないといっていいのではないか．

後者はさしあたり「国家独占資本主義期にはいって基本

的人権とその保障のための社会的制度が変化し，生存権

が登場し，その保障のための社会的制度として社会福祉

の諸法が形成されるところにみいだされる．それは福祉

政策の法的側面の素描であり，また，その思想的意義の

解明」6）を試みることになろう．

　このような課題を設定するという意義のひとつは，社

会福祉の価値剥奪的な側面についてみなくてはならない

ことである．生活保護（公的扶助）にまつわる救貧法以

来の慈善的なイメージ，いわゆる「呪縛」の払拭という

ことについては多くの指摘があるし，「朝日訴訟」が与

えた影響は実に大きいものがあった．

　ところで戦後における社会福祉の展開過程はその多く

の部分が根幹となる生活保護法（および児童福祉法）7）

の解体化としてみることができる．しかし徹底的な解体

をみるまでは至らなかったし，おそらく将来に向かって

もより一層の「充実」を求める動きはあるとしても解体

は無理であろう．児童福祉の場合については後述するが，

生活保護の場合，国が示す「保護基準」はたとえ，それ

が劣等処遇の原則にもとつくところの低いものであった

としても数額的に算定しうる「最低限度の生活」の権利
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として保障しているものと考えられるからである8）。た

だ，それが逆に足枷となって社会福祉そのものまでが低

い水準のままに置かれてきたこと．そしてこれからも置

かれていくのではないかということに注意されるべきで

あろう．

　もともと社会福祉は昭和37年の社会保障制度審議会の
　　　　　　　　　　　　ボ　ダ－ライソ
答申のなかで，いわゆる「低所得階層」に対応する防貧

的役割を担うものとして位置づけられてきたのであった．

すなわち，そこには「要救護性」といわれる，いわば政

策主体（国，地方自治体）が政策的にカテゴライズして

いくという操作がなされる部分があったのである．すな

わち「……に欠ける」状態がある一定の政策によって切

りとられてくることで社会福祉は生活保護（公的扶助）

のもつ救貧的役割を補充するのである，いわばそれだけ

であった社会福祉が深刻化する生活危機のなかで多くの

人びとに求められるようになったとき，そのもつ矛盾が

一気に噴出することになる．それを児童福祉対象のなか

でみていくことが本稿の課題である．

児童福祉の位置

　児童福祉をどのように考えるか，ということについて

の私見は別に述べている9）．そこでは社会福祉のひとつ

の領域としてみる場合と児童福祉に相対的にせよ独自の

立場を与えようとする試みについて，それぞれが包含し

ている問題点ともあわせて檎討しておいた．ここでは（1）

要保護性をめぐって，（2）児童相談所を中心として，（3）児

　　　　　　　　　　　　ニ
童福祉施設の性格をみながら，掲げた主題について考え

ていくことにしたい．

　（1）要保護性をめぐって

　現代の児童福祉が理念としているところはいうまでも

なく「全ての児童」をその対象として考えていくという

ことである．しかしながら「現実」はどうであろうか．

児童育成の責任について，児童福祉法（第2条）は「国

および地方公共団体は，児童の保護者とともに，児童を

心身ともに健やかに育成する責任を負う」と規定する．

そして，これに対する解説は「責任を保護者が有してい

ることはもちろんであるが，国，地方公共団体も同様に

有していることを明らかにした」1°）と記している．

　そこで国，地方公共団体と児童の保護老という三者が

どのような連関構造をもって児童育成の責任を負ってい

るかについて次にみていこう．＜註10＞に引用しておい

たように，責任の所在を第一次的には児童の保護者にあ

るとし，国および地方公共団体はそれへの指導助言ある

いは代替という第二次的なものに限定しているのが「行

政」の立場である．それは「各年令層からなる社会のな

かから，児童という特定の年令層をとりだして，すなわ

ち，児童という線で横に切り，児童に関するすべての問

題を一つの総合的法律で規定すると，従来の行政機構と

の間に多くの摩擦を生ずる」11）というからにすぎない．

法の理念はこうして行政機構iという壁の前で「保護を必

要とする一部の児童」という現実の姿に変わるのである．

実態は狭義の児童福祉＝児童保護ということになる．後

にみるが「保育に欠ける」という児童を規定するのはあ

くまで行政でしかない．もっとも行政の立場を支持する

「世論」の動向を無視することはできないのであるが．

　要保護性について考えるということはまさに児童福祉

（対象）とは何かということをみていくことであり，私

はいままでの作業のなかで若干の検討を試みてきた．た

とえぽ心身に何らかの障害を負って生きる児童にとって

の福祉とは「教育」との関連でどのような意味を有して

いるのか12）．従来，児童福祉の領域において母子関係と

の比較で，ともすれぽ等閑視されがちであった父と子と

の問題13）や児童の疾病を中心としての医療と福祉との関

わりについての考察14）などがそれである．さらに今後の

課題としては児童養護問題や「非行」をめぐっての検討

も必要となるであろう．これらの問題は表出する態様は

異っているが，何れも「児童」をめぐる現代社会の歪み

からの産物であることに注意しなくてはならないし，

「要保護性」ということについても個々の現象に即して

考えていかなくてはならない．

　（2）児童相談所の役割

　児童の問題に個別的に対応して解決を図ろうとする児

童相談所はいまの社会において一応の位置を占めたよう

に思われる．しかし人口50万につき1か所，という規定

からは程遠く（現在，全国で158か所），「二重性格」15）と

いわれる診断治療という側面と行政機関としての側面は

今日においてもなお多くの課題を有している．

　児童相談所の主要な業務としては（1）相談・調査・判定

とそれに伴う援助指導（2）一時保護く3）児童福祉施設への入

所措置という三つが挙げられる．ここで（3）の業務のうち

助産施設，母子寮，保育所への入所措置は福祉事務所で，

児童の健康相談，健康診査，保健指導や身体障害児の療

育指導などは保健所が担当している．このような児童相

談所の業務を児童問題への対応という視点から整理し，
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児童福祉施設

○収容児童の育成，指導
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学校教育委員会等教育機関

○学校教育児童の校外活動の指導

「東京都児童相談所事業概要」（48年）より

　　　　　　　　　図1　児童相談所と他の機関・施設の連携図
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他の関連機関，施設との協働についてみたのが図1であ

る．図示のさいに児童相談所が現実に中枢的機能を果た

しているかは問われていない．児童問題の多様化に応じ

た児童福祉システムの有り様が注目されだしたのはごく

最近のことであり，現状からみて「中核」に位置づけら

れなくてはならないのであるが，そのためにも「二重性

格」の是正や専門機関としての診断治療部門の充実が期

されなければならないのである16）．

　（3）児童福祉施設の性格

　「全ての児童」を児童福祉法は対象にしている．にも

かかわらず，現実は「要保護性」という枠による操作に

よって，社会的な保護を必要とする（とみなされた）

「一部の児童」のみが対象化されていることについて考

えてきた。それは図2をみることで明らかである17）．法

定施設である14種を二つの軸で区切って分類してみたも

のである。この場合（1）ケアの形態として在宅一施設とい

うのは処遇の両極端を示している．現実はその中間に位

置づけられる多様な方法が用いられていることを知らな

くてはならない．（2）教育的一療育的という呼称も又，施

設処遇の表面的な形態のみをみたものにすぎないことで

ある．内実は児童という存在がまさに多面的なニーズを

有しているだけに複雑である．（3）児童福祉法における施

設の説明は初めの意図はどうあれ，施設が対象となる児

童を規定していることである．つまり，どのような状態

を「……に欠ける」とみなすというのではなく，どのよ

うな状態が「欠ける」として「要保護性」にあたるかは

施設の性格や容量に規定されているといえるのである18）．

　　　　　　　　　　　在宅ケア

療育的ケア

助産施設

乳児院

し体不自由児施設

盲ろうあ児施設

虚弱児施設

重症心身障害児施設

保育所

児童厚生施設

精神薄弱児通園施設

　　　　　　　教育的ケア

母子寮

養護施設

精神薄弱児施設

教護院

情緒障害児短期治療施設

　　　　　　　　　　　施設ケア

　図2　児童福祉法に規定されている施設（14）の分類

　以上の限定をしたうえで，図2から指摘しうることは

どのようなことであろうか，まず在宅ケアに属するもの

が3種しかないということである．保育所についてはあ

らためて触れる．精神薄弱児通園施設は養護学校の義務

化によって就学前および就学猶予・免除そして「者」を対

象とする，いわゆる教育制度との関係はそれなりに整理

された．が，その処遇内容が施設としてより明確化され

ていくためにはいましばらくの時が必要であろう．他方，

養護学校への入学を拒否し，あくまで普通学級での勉学

を希望しているというような状況もみられる19）．いずれ

も「規定」の谷間にいる子どもたちといわざるをえない．

児童厚生施設についてみると，それは「単位コミュニテ

ィ自体の責任において設置すべきものだという思想」2°）

によって，行政的視野から脱け落ちていたものであった，

しかし過密化の進行は児童の健全育成を重要な課題とし

て浮上させた．が，児童館および児童遊園ともに他の社

会教育施設や営利を目的とした施設との間にあってその

性格は一般的なものとなっていないのである．

　収容施設についても問題は多い．種類の多様化は児童

のニードに対応してますます進行していくだろう．他方，

より充実したサーヴィスの提供という点から考えると施

設の統合化も必要であろう，それが地域から児童を引き

離していってしまうことに注意しなくてはならないが．

さらに教育一療育という分類に該当しえず，両者にまた

がってのサーヴィスを必要とする子どもたちがいる．重

症心身障害児施設の法定化がそうであったし，「ねむの

木学園」21）のように肢体不自由児であって，なお養護に

欠けるというような児童を収容している施設もある．子

どもの状況に応じて挙げていけば，盲精薄児，養護と教

護との境界線児など，たんに種別を細分化することで解

決しうるようなものではない．図3は法外援助としてあ

　　　　　　　　　在宅（通園）ケア

（経済的）

療育的ケア

児童扶養手当

特別児童扶養手当

心身障害児通園施
設（小規模）

ろうあ児施設，難
聴幼児訓練部門

肢体不自由児施設，
通園児童療育部門

肢体不自由児重度
病棟

肢体不自由児母子
入園部門

筋萎縮症児療育施
設

精薄児施設，重度
収容棟

重症心身障害児，

委託病棟

自閉症児施設

相談（織辮

障害児保育事業

里親委託

　　　施設（収容）ケア

図3　法外援助の類型化（試案）

（精神的）

教育的ケア
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るものを示している．これらについてもさらに検討を加

えてみなくてはならない．

保育問題をめぐって

　児童福祉施設として位置づけられている保育所をめぐ

る論議は実に多様である．われわれはこれまで「規定」

の谷間にいる子ども（とその家庭）の問題について考え

てきた．保育（就学前）児童の問題はまずその量的な大

きさにおいて他を圧する．そのことは政策主体が社会福
　　　　　　　　　　　　　　　k祉の性格である防貧的機能を打ち出せないだけに（タテ

マエとしての保育所入所要件は『貧富ということを必ず

しも必要とせず，児童が要保護という要件に該当』22＞し

さえすれぽいい）受益者負担の原則をもちだしてくるこ

とによって，「冗費」としての社会福祉予算の削減を図

ろうとしたのに対して，あらためて保育とは何か＝児童

養育における国および地方公共団体の介入（負担）はど

こまでか，という論議を広い範囲で巻き起していったと

ころからも知られよう，

　ところで児童福祉の領域において保育問題を考えてい

こうとすれば，結局のところ（1）保育所入所措置基準と（2）

保育費用徴収基準の「妥当性」をめぐっての論議に集約

されるのではなかろうか23）．その具体的な検証がなされ

ないままで，たんに「保育に欠ける」という規定や私立

が圧倒的に多い幼稚園との関係について，あれこれ詮索

してみても意味がないように思われる．

　図4は昭和51年に厚生省が実施した「保育需要実態調

査」のさいに，現行の保育所入所措置基準を具体的な世

帯類型として示したものである．この図によりながら

「保育に欠ける」という政策主体の意図をみておくこと

にしよう．福祉事務所が保育所入所の事務を管轄するこ

との適否についてはここでは問わない．示されている7

つの基準のうち5つまでが母親についてである．他の2

つをみても父親については全く触れられていない．そし

て「保育に欠ける」とは，その児童にとつて最小限必要

なあんどうをみてもらうことができないこと24），である

と「解説」されている．このような表現はどのようにで

も解釈しうるのではないか．だから「幼稚図とは異なり，

小学校の入学準備として，またはしつけをよくするため，

もしくは集団生活になれさせるためというようなことは

保育所入所の理由」には何故ならないのか，という疑問

が生じてくるのである．「措置の適正化」ということが

いわれる．それは生活保護において漏給・濫給をできる

かぎりなくすようにといわれるのに似ている．ワーカー

の努力がどれほどであろうとけっして防ぎえないのと同

「母親が6カ月以上
にわたり、病人な
Lどを看病しているか

している

世帯類型

児
童
の
い
る
世
帯

ある していない

鷺有罵不就労

A

な　い

無

櫃
瀞
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「母親が出産の前後、
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世話入
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有
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りの有
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〈ここで、A．B．C．F．Hが「要保育」世帯ということになる。〉

図4　要保育世帯（いわゆる「保育に欠ける」児童のいる世帯）
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様に，前者においては「私的契約」という形の「保育に

欠ける」児童が存在するのである．

　「幼保一元化」ということについてはいまや行政管理

庁が予算の無駄使い，役所のなわ張り争いというほどに

なっている．親たちはもちろんであるが，現場の保育者

の間からも似て非なる幼保の存在は乳児保育や障害児保

育の拡大を妨げるものであり，つまりは子ども（や家庭）

のニードに全く答えていないことに批判が出てきている．

ここでは「谷間」にいるのはたんに子どもたちだけでは

なくて保育者や親たちもそうなのだといえよう．

　ところで幼保一元化の見通しはどうなのであろうか．

戦前における幼稚園と託児所の問題について調べていく

につれて25），私には一元化をいうことすら空しいような

感じがしてくる。しかし中央官庁の対立とは裏腹に地方

においては「実質」的な幼保一元化が進んでいるのであ

る．その事実を少しつつ積み重ねていくことが大切なの

ではなかろうか．児童福祉と幼児教育とはけっして矛盾

するものではなく，両者がそれぞれの役割を遂行しなが

ら子どもの成長，発達を十全なものにしていかなくては

ならないのである．

お　わ　り　に

　いままで社会福祉の性格について考えながら，いろい

ろな規定のもとで「対象」化がどのようになされ，ある

いはまた対象となりえない存在についてみてきた．その

なかで保育対象はかつての慈善・救済的なイメージから

脱却してきているのではないか，しかしながら幼保二元

化のもとで完全にそれを拭い去ってもいないのではない

かというような，いちおうの仮説的目論見を得たように

思う．

　次の課題は就学前児童の教育・保育というものをどう

考えるかということのために作業としてはまず彼らの生

活実態を把握することでなくてはならない．すなわち，

「あそび」を中心とした時間，空間的な生活の有り様を

とらえながら，彼らにとって教育・保育のもつ意味を考

えていくことである．

　ついで保育対象の確定をなすためにも「基準」から全

く欠落している父親の問題についてみなくてはならない．

育児をほとんど母親にゆだねている，いまの男性型社会

がこれからどのような方向に変化していくのかをみてい

かななくてはならない。そこから新たな保育対象を規定

づけていくことが可能となるのではないか．

　われわれの調査はまず保育の実践主体に問うことから

はじめられる．実践主体が子ども（とその家庭）を見て

いる視点はどのようなものであるのか，「谷間」にいる

子どもたちを彼らはどのように考えているのかをできる

だけ明らかにしていくことが課題に接近する第一歩であ

るだろう．
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